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手形と印紙税

Q:当社は、不動産売買を営んでいます。

建売住宅建築費を支払う際に、工務店の求め

により同一期日で手形を数枚に分けて発行し

ていますが、1枚の手形に比べて結果的に印

紙税が割安になります。何か問題があります

か。

J:問題ありません。

【解説】

印紙税は、文書に記載された契約金額等に

関係なく、一律に200円など一定の金額と

する、いわゆる定額基準といわれるものと、

記載された契約金額等に応じて税額が異なる、

いわゆる階級定額税率といわれるものがあり

ます。階級定額税率とされる文書は、その記

載金額によって貼るべき印紙税の額が異なる

ため、ある文書を作成した場合、その文書を

2通以上としたときの貼るべき印紙税の額が

異なってきます。

印紙税法では、約束手形1枚につき印紙税

何円と定めていますので、手形の合計額は考

慮する必要はありません。領収書の分割につ

いても同じです。

また、相殺領収書は課税文書になりません

から、忘れずに相殺である旨を明記しましょ
諺

つ 。

なお、契約書や領収書に印紙が貼っていな

い場合でも、ただちにその契約書や領収書が

無効になるわけではありませんが、印紙税の

過怠となり、不足分の3倍の過怠税を徴収さ

れることになります。


